
令和６年７月
千葉県健康福祉部
健康づくり支援課



１ 実施の経緯



2 目 的



● 車椅子体験・介助体験
● 高齢者の歩行・視力・聴力疑似体験
● リハビリテーション専門職の仕事体験

延べ２３校
Ｈ２８～
H２９年度

【平成２８年度～平成２９年度（試行実施）】

３ これまでの実施状況

【平成３０年度～（本格実施)】

● 車椅子体験・介助体験
● 地域の健康づくり体験（災害時の避難所支援）
● 高齢者の歩行・視力疑似体験
● リハビリテーション専門職の紹介・体験 等

延べ３３校
Ｈ３０～
R５年度



車椅子体験４年生１校船橋市東葛南部

職業紹介・体験６年生１校富里市印 旛

車椅子体験５年生１校香取市
香取海匝

車椅子体験４年生１校銚子市

職業紹介、車椅子体験６年生１校富津市君津

５校計

４ 令和5年度の実施状況



５ 今年度の実施について(高等学校)

出前講座の対象は、県内の県立、市立及び私立高等学校に
通う生徒とする。

１つの保健医療圏で３校程度を目安とし、令和７年２月末
までを実施期間とするが、保健医療圏ごとに実施時期が

集中した場合は、千葉県が学校と調整する。

各高等学校への周知については、令和６年５月２８日付け
で、県健康づくり支援課において、以下のとおり実施案内

を通知済みである。

【県立高等学校】県健康づくり支援課から直接通知

【市立高等学校】県教育委員会を経由 ⇒ 各市立高等学校

【私立高等学校】県総務部学事課を経由 ⇒ 各私立高等学校



６ 今年度の実施について(小学校)

県内の小学校に通う児童が、障害のある人、高齢者の特徴や

関わり方について学ぶための「地域リハビリテーション出前

講座」を実施します。

本計画に基づき、小学校に対しても出前講座の募集を行う。

各小学校へは、令和６年７月１１日付け通知により、関係
課を通じて周知を行っている。

【第八次千葉県障害者計画】



７ 今年度の実施方針について

 高等学校と並行して、小学校へも募集を展開する。

 実施に当たっては、必要に応じてパートナー等の協力
を得るなど、関係機関との連携を図る。

 市町村数が多い圏域など、単独では講師の手配が難し
い場合は、県支援センターや他の広域支援センター

による応援体制をとることにより、可能な限り学校側

の実施ニーズに応えることとしたい。


